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第４章 多様な働き方 

 

  従来からあった正社員という働き方に加え、「派遣」や「契約社員」、「業務委託・請負」とい

った様々な働き方をする人が増えています。自分自身がどのような形態で働きたいのか（働

いているのか）を知っておくことは、自らの働く者としての権利を守る上でとても大切です。 

 ※ 多様な働き方ごとの決まりについて、守られていないと感じたら、「労働基準監督署や総合労働

相談コーナー」（Ｐ.7 参照）までご相談下さい。 

 

１ 派遣社員（派遣労働者）  

 

派遣とは、労働者が派遣会社（派遣元）との間で労働契約を結んだ上で、派遣会社が労

働者派遣契約を結んでいる会社（派遣先）に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命

令を受けて働くというものです。派遣は、労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社

が異なるという複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において派遣社員の

ための細かいルールを定めています。 

 

派遣では、法律上の雇い主はあくまで派遣会社になります。よって事故やトラブルが起き

た際は、まず派遣会社が責任をもって対処しなければなりません。しかし、実際に指揮命

令をしている派遣先は全く責任を負わないというのは妥当ではなく、労働者派遣法におい

て派遣会社と派遣先が責任を分担するべき事項が定められており、その中には労働基準

法や安全衛生法に関する事項が含まれています。派遣会社と派遣先に、それぞれ相談を

受ける担当者がいますので、働いていてトラブルが起こった場合には、担当者に相談して

みましょう。 
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   また、平成２７年９月３０日に労働者派遣法が改正され、派遣社員のキャリアアップに向

けて計画的な教育訓練を行うことなどが派遣会社の責務となっています。 

（→安全衛生法については、「安全で快適な職場環境のために」（P.26）参照） 

 

２ 契約社員（有期労働契約の労働者）  

 

   契約社員といわれる人たちなどにみられるように、正社員と違って、労働契約にあらかじ

め契約期間が定められている場合があります。このような期間の定めのある労働契約は、

労働者と会社の合意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契

約は自動的に終了することとなります（ただし、更新により契約期間が延長することがあり

ます）。１回当たりの契約期間は、一定の場合を除いて最長３年です。契約社員は、正社員

と比較し待遇が良くないことも多いので、「業績が悪いから」などという理由で会社から契約

社員への転換をせまられた場合などは慎重に検討することが大切です。 

  （→P.42「もう一歩進んで⑬ 有期労働契約についての３つのルール」参照） 

 

３ パートタイム労働者  

 

パートタイム労働者とは、パートタイム労働法で定義されている「短時間労働者」のことを

いい、１週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている通常の労働者（いわゆる

｢正社員｣）と比べて短い労働者のことを指しています。法律上はパートタイマーやアルバイ

トという区別はなく、条件を満たせば呼び名は違ってもすべてパートタイム労働者となりま

す。 

また、パートタイム労働者も労働者であることに変わりはないので、各種労働法が適用さ

れます。したがって、要件を満たしていれば、年次有給休暇も取得できますし、雇用保険や

健康保険、厚生年金保険が適用されます。 

労働者を雇い入れる際、会社は、労働条件を明示すること、また、特に重要な条件６つ

（P.13 参照）については文書を交付することが義務づけられているところ、パートタイム労働

法では、「昇給の有無」「賞与の有無」「退職金の有無」「雇用管理の改善等に関する事項

の相談窓口」についても文書の交付等による明示が義務づけられています。 

また、パートタイム労働法は、パートタイム労働者の「公正な待遇の実現」を目指してお

り、パートタイム労働者を雇用する事業主が講じなければならない、パートタイム労働者と

通常の労働者（いわゆる「正社員」）の均等・均衡待遇の確保を推進するための措置や正

社員への転換を推進するための措置などが定められています（詳しくは、パート労働ポータ

ルサイト（http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/）をご参照ください）。 

 

http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
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４ 業務委託（請負）契約を結んで働いている人  

正社員や、上の１～３で記述してきた派遣社員、契約社員、パートタイム労働者などは、

「労働者」として、このテキストに書かれているような労働法の保護を受けることができます。 

他方、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完

成に対して報酬が支払われるというものなので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」と

して扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。 

 

 

 

 

 

 

したがって、「業務委託」や「請負」といった形態で働く際には注意が必要です。 

ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から注文主

の「労働者」であると判断されれば、労働法規等の保護を受けることができます。例えば、仕

事をする場所・時間を注文主から指定されていたり、仕事の仕方を細かく指示されていたり

する場合などは、「労働者」と判断される可能性が高まります。 

この「労働者」であるかどうかということは、実はとても難しい問題です。自分が「労働者」

として労働法規の保護を受けることができるかどうか困った際には、労働基準監督署（P.7

参照）に相談をしてみましょう。  

 

※請負事業主に雇用される労働者がいる場合、当然、その労働者は労働法規の保護を受けます。 
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各種雇用形態の労働関係法令の適用の有無 

  
正社員（※１） 派遣社員 

契約社員 

（有期労働契約） 
パートタイム労働者 

業務委託（請負） 

（※２） 

契約期間の定め 無 有と無の場合あり 有 有と無の場合あり × 

最低賃金 ○ ○ ○ ○ × 

労働時間のきまり ○ ○ ○ ○ × 

割増賃金 ○ ○ ○ ○ × 

年次有給休暇 ○ △（※３） △（※３） △（※３） × 

産前産後休業 ○ ○ ○ ○ × 

育児休業・介護休業 ○ △（※４） △（※４） △（※４） × 

解雇の手続 

（３０日以上前の解雇

予告又は解雇予告手当）

の必要性 

○ △（※５） △（※５） △（※５） × 

労働保険 労災保険 ○ ○ ○ ○ × 

雇用保険 ○ △（※６） △（※６） △（※６） × 

社会保険 

（健康保険、厚生年金） 
○ △（※７） △（※７） △（※７） × 

※１ 一般的に契約期間に定めがなく、フルタイムで働く社員をいいます。 

※２ 「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護は受けません。 

※３ ①６か月間の継続勤務②全労働日の８割以上の出勤③週５日以上の勤務の３つの条件を満た

せば正社員と同じ日数の有給休暇が付与されます。（週４日以下の勤務でも、週の所定労働時間が

３０時間以上であれば同様。）また、週の所定労働時間が４日以下で、週の所定労働時間が３０時間

未満の場合でも、その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。なお、派遣社員に

ついては、年次有給休暇の取得について派遣元が責任を負っており、申請は派遣元に対して行う必

要があります。 

※４ ①１年以上の継続勤務②（育児休業の場合）子が１歳６か月に達する日までに、（介護休業の場

合）介護休業開始予定日から 93 日経過する日から６か月を経過する日までに、労働契約期間が満

了することが明らかでないことの２要件を満たせば取得できます。 
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※５ 契約社員については、契約期間の満了とともに労働契約も自動的に終了するのが原則ですが、

３回以上契約が更新されて勤務している人や１年を超えて継続勤務している人については、契約を

更新しない場合、会社は３０日前までに予告義務があります。また、契約が反復更新され、実質的に

期間の定めのない労働契約と変わらない場合は、合理的な理由がなければ雇止めは認められませ

ん。なお、有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期

間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できます（派遣社員、パートタイム労働者について

も、契約期間が定められる場合は同様）。 

※６ ３１日以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、週の所定労働時間が２０時間以上の労働

者が加入の対象になります。 

※７ １週間の所定労働時間および１か月の所定労働日数が通常の労働者の４分の３以上である者に

社会保険（健康保険・厚生年金保険）が適用されます。また、４分の３未満であっても、①週の所定

労働時間が20時間以上であること、②月額賃金が8.8万円以上であること、③勤務期間が１年以上

見込まれること、④学生ではないこと、⑤従業員数 501 人以上の規模である企業に使用されている

こと（500人以下の企業でも労使合意があれば適用対象となる）の５つの条件を満たす場合には、社

会保険に加入することとなります。 

 

 

 

派遣社員の労働条件等に関する責任の所在 

  派遣元 派遣先 

労働契約 ○ 
 

賃金の支払い 

（時間外・休日、深夜の割増賃金も含む） 
○ 

 

労働時間、休憩、休日 ○ ○（※２） 

年次有給休暇 ○ 
 

災害補償 ○ 
 

健康診断・ストレスチェック ○（※１） 
 

（※１）有害な業務に係る健康診断については派遣先が責任を負います。 

（※２）時間外労働等の決定については派遣元が責任を負い、遵守については派遣先が責任を負います。 
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もう一歩進んで⑬ 

 

有期労働契約についての３つのルール（労働契約法） 

 

① 無期労働契約への転換（労働契約法第18条）：有期労働契約が繰り返し更新されて

通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約（無期

労働契約）に転換できます。 

 

※大学研究者や高度専門職等については特例があります。 

【契約期間が１年の場合の例】 

 

② 「雇止め法理」の法定化（労働契約法第 19 条）：最高裁判例で確立した「雇止め」法

理が、そのままの内容で法律に規定され、一定の場合には、会社による雇止めが認

められません（P.45 参照）。 

③ 不合理な労働条件の禁止（労働契約法第 20条）：有期契約労働者と無期契約労働

者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることは禁

止されています。 

  

③無期労働契約

５年

←

締
結

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

更
新

１年
←

更
新

１年

←

④
更
新

１年

←

②
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換

１年

①
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み


